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平成 30年度第 2回北広島市市民参加推進会議 会議録 

日  時 平成 30年 7月 11日（水）午後 6時 30分から午後 20時 30分 

場  所 市役所 4階 4C.D.E会議室 

出 
 

席 
 

者 

委員 

（9名） 

浦野委員、中野委員、北川委員、杉本委員、竹内委員、 

穂刈委員、深村委員、高橋委員（小池委員欠席） 

事 務 局 米川室長、髙嶋主査、伊達主査、梅木主任、畠山主事 

傍 聴 者  

会議次第 

 

1 開会 

 

2 協議事項 

（1）平成 29年度市民参加手続きに係る事後評価について 

 

3 その他 

 

4 閉会 

配布資料 

・平成 29年度市民参加手続きの実施状況 

・平成 29年度市民参加手続きに係る事後評価について 
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１．開 会 

事務局：それでは、定刻となりましたので、平成 30年度第 2回北広島市市民参加推進会議を 

開会いたします。 

まず初めに、7月 1日付けで人事異動があったため、異動した職員を紹介します。 

≪伊達主査 あいさつ≫ 

本会議につきましては、出席委員が過半数を超えておりますので、北広島市市民参加条

例施行規則第 8 条第 6 項の規定により、会議が成立しますことを事務局より報告いたし

ます。 

それでは、施行規則第 8 条第 5 項の規定により、議長につきましては竹内会長にお願い

します。竹内会長よろしくお願いいたします。 

 

議 長：（あいさつ） 

それでは、はじめに会議録署名委員の指名ですが、北川委員にお願いしたいと思います。 

よろしくお願いします。（北川委員欠席の場合、杉本委員） 

また、北広島市に縁のある広島県や岡山県、愛媛県で、豪雨で被災された皆様に謹んで

哀悼の意を表すとともに、黙とうを行いたいと思います。 

２．協議事項 

議 長：それでは、協議事項（1）平成 29 年度市民参加手続きに係る事後評価について、事務局

に説明を求めます。 

事務局：：説明に入る前に、前回の第１回の会議で次回回答するとお答えした、平成 29年度の市

民会議の周知方法についてなのですが、会議開催の周知はＨＰのみで行っております

が、広報での周知については、会議開催の調整が広報〆切である１か月前のタイミン

グで決まっていないかったこともあり、平成 29年度については、ＨＰのみの周知とな

っております。平成 30年度については、広報での周知を検討するよう伝えました。 

＜資料の確認＞ 

それでは、「平成 29 年度市民参加手続きの事後評価」につきまして、本日、事後評価

していただきますのは、資料 1の「事前評価をしたもの」10事業と資料 2の「事前評

価していないもの」11 事業、合わせて 21 事業です。このうち、資料 1 の整理番号 10

「北海道地域森林計画に基づく北広島市森林整備計画の作成」についてでありますが、

当初の段階では、担当課において、市民参加の対象案件として認識をしており、事前

評価を実施しておりますが、その後、担当課からの申し出があり、市民参加条例第 5

条第 2 項第 6 号の規定により、法令に基づき市民参加条例に規定する市民参加手続き

と同様の手続きが行われるものとして、市民参加の対象案件から除外をいたしました。

具体的には、市町村の森林整備計画につきましては、森林法により策定が義務付けら

れており、国が策定する「全国森林計画」や都道府県が策定する「地域森林計画」に

■会議シナリオ 
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沿って市町村が策定をしております。計画の策定にあたりましては、「全国森林計画」

や「地域森林計画」と一体的に策定をすることとなり、森林法、森林法施行令、森林

法施行規則等により、策定時に必要な手続きが規定されております。法令で規定され

ている手続きにつきましては、「学識経験者からの意見聞き取り」、「住民への縦覧」、

「北海道知事への協議」などであり、本市におきましても他市町村と同様に、法令に

基づく手続きにより、森林整備計画を策定したところであります。 以上のことから、

今回の事後評価の対象からは除いており、評価調書を作成しておりませんので、よろ

しくお願いいたします。 

それでは、つぎに資料 3「平成 29 年度 市民参加手続の実施状況」をもとに平成 29

年度の市民参加手続きの全体的な状況について、ご説明いたします。 

平成 29 年度は、市民参加対象事業 21 事業に対し 40 件の市民参加手続を実施し、

6,962人の市民の参加がありました。 

 市民参加対象事業 21 件のうち、最も実施が多いのは「パブリックコメント」（実施

率 86.4％）となっており、19 件でパブリックコメントを実施し 19 人からの意見をい

ただいております、次いで「審議会等」13件（実施率 59.1％）となっています。 

なお、「その他」は市民会議などが実施されたものです。       

 次に本日の説明の流れですが、「事前評価をしたもの」については、平成 29 年度の

会議で「適切である」と評価され、その結果を事業実施担当課にフィードバックいた

しました。概ね事前評価のとおり適切に実施されていたものと思われますが、事業の

概要と実施結果を事業ごとに説明させていただきます。その後、議長から質問・意見・

評価を進めていただければと思います。 

 「事前評価をしていないもの」については、平成 29年度に行った事前評価後に新規

で実施されたものとなります。事前評価ができなかった理由としては、平成２９年度

中に法律や条例の改定が行われ、その後素案を作成し、それ以降でないと市民参加手

続きが行えないことや、担当課において市民参加の認識が間違っており、不要と判断

していたことなどが理由となりますが、こちらも各事業１件ずつご説明いたします。

以上です。 

 

議 長：ただいま事務局から説明がありましたが、これについて何かご質問はありますでしょう

か。 

委 員：《質問なし》 

議 長：それでは、事前評価したものの整理番号 1-1の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《整理番号 1-1 2017推進計画の作成について評価調書に基づき説明》 

委 員：《質問なし》 

議 長：採決に入りたいと思います。 

整理番号 1-1の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 1-1の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 
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    続きまして、整理番号 1-2の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《整理番号 1-2 2018推進計画の作成について評価調書に基づき説明》 

委 員：パブリックコメント 5件ありましたが、具体的な内容も記載されておりますね。 

    こういった意見は今後の制度運用の中での参考としたということですね。 

議 長：採決に入りたいと思います。 

整理番号 1-2の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 1-2の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

    続きまして、整理番号 1-3の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《整理番号 1-3 地域公共交通網形成計画の作成について評価調書に基づき説明》 

委 員：市民説明会の開催時期の平成 30年 1月はどうなったのですか 

事務局：パブリックコメントの実施に合わせて、市民説明会は平成 30年 4月に実施することとな 

りました。パブリックコメントも 4月実施となりました。 

議 長：採決に入りたいと思います。 

整理番号 1-3の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 1-3の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

    続きまして、整理番号 1-4の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《整理番号 1-4 平成 30年度当初予算の作成について評価調書に基づき説明》 

委 員：パブリックコメントの意見についての記載がありまして、そういった意見があったと。 

議 長：採決に入りたいと思います。 

整理番号 1-4の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 1-4の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

    続きまして、整理番号 1-5の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《整理番号 1-5 北広島市空家等対策計画の作成について評価調書に基づき説明》 

委 員：委員の公募枠は、応募枠以上に来ているのはなにか理由があるのですか。 

事務局：2016年に空き家の法律ができたのですが、社会問題になっていることもあり、関心を持 

つ方がそれだけいるということだと思います。 

議 長：採決に入りたいと思います。 

整理番号 1-5の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 1-5の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

    続きまして、整理番号 1-6の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《整理番号 1-6 広葉交流センターの指定管理者制度導入について評価調書に基づき説明》 
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委 員：《質問なし》 

議 長：採決に入りたいと思います。 

整理番号 1-6の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 1-6の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

    続きまして、整理番号 1-7の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《整理番号 1-7 北広島霊園の指定管理者制度導入について評価調書に基づき説明》 

委 員：《質問なし》 

議 長：採決に入りたいと思います。 

整理番号 1-7の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 1-7の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

    続きまして、整理番号 1-8の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《整理番号 1-8 ごみ処理についてのアンケート調査について評価調書に基づき説明》 

委 員：《質問なし》 

議 長：採決に入りたいと思います。 

整理番号 1-8の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 1-8の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

    続きまして、整理番号 1-9の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《整理番号 1-9 第 2期北広島市国民健康保険データヘルス計画の作成について評価調書 

に基づき説明》 

委 員：委員構成の内訳で団体代表者とは 

事務局：健康保険組合と商工会からの２人となっております。 

議 長：採決に入りたいと思います。 

整理番号 1-9の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 1-9の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

    続きまして、整理番号 1-10の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《整理番号 1-10 北広島市水道事業経営戦略の作成について評価調書に基づき説明》 

委 員：審議会が 6回から 3回になった主な理由は 

事務局：6回の予定でしたが、3回で意見がまとまったからとのことで聞いております。 

議 長：採決に入りたいと思います。 

整理番号 1-10の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 
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議 長：それでは、整理番号 1-10 の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」とし

ます。 

 

議 長：以上で「事前評価をしたもの」について、10件が終わりました。 

    ここまでで、なにか意見がありますか 

委 員：パブコメの意見件数が多い事業もあり、尐しずつ市民参加が進んでいるのかなと思いま

す。 

 

議 長：続いて、「事前評価をしていないもの」について、整理番号 2-1の事業について、引き続

き事務局から、説明をお願いします。 

事務局：《整理番号 2-1 北広島市税条例の一部改正について評価調書に基づき説明》 

議 長：整理番号 2-1について説明がありましたが、意見または質問はありますでしょうか。 

委 員：《質問なし》 

議 長：採決に入りたいと思います。 

整理番号 2-1の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 2-1の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

    続きまして、整理番号 2-2の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《整理番号 2-2 北広島市火災予防条例の一部改正について評価調書に基づき説明》 

議 長：整理番号 2-2について説明がありましたが、意見または質問はありますでしょうか。 

委 員：《質問なし》 

議 長：採決に入りたいと思います。 

整理番号 2-2の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 2-2の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

    続きまして、整理番号 2-3の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《整理番号 2-3 学校給食のあり方に関する基本方針について評価調書に基づき説明》 

議 長：整理番号 2-3について説明がありましたが、意見または質問はありますでしょうか。 

委 員：委員の募集が平成 27年で開催が平成 30年というのは、任期が長いのか 

事務局：委員の任期については、その委員会ごとに決まっており、2 年や 3 年の任期設定が可能

となっております。 

委 員：委員がＰＴＡの役員ということは自分の子どもがいなくなったらどうするのか 

事務局：公募がＰＴＡからの推薦となっているため、ＰＴＡの役員等が、委員のお子さんが卒業

しても変わった役員が引き継ぐという形だと思われます。 

委 員：パブリックコメントの 2件の具体的内容は 

事務局：各学校に調理場があると災害時等にありがたい、食器、箸の素材を変更してほしい、ご

飯中心の献立に変更してほしいという意見がありました。 
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議 長：採決に入りたいと思います。 

整理番号 2-3の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 2-3の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

    続きまして、整理番号 2-4の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《整理番号 2-4 いじめ防止基本方針の改定について評価調書に基づき説明》 

議 長：整理番号 2-4について説明がありましたが、意見または質問はありますでしょうか。 

委 員：北広島市でいじめはあるのか 

事務局：具体的な数字を把握してはおりませんがなくはないと思います。 

委 員：調書に専門委員会の記載があるが、これは審議会ではないのか 

事務局：審議会だと思われます。こちらで調べてから、ご回答をし、審議会であれば議長にお諮

りし、審議をしていただくという形でよろしいでしょうか。 

議 長：では、保留にし、後日、わたくしの方で審議を行いたいと思いますがよろしいでしょう

か。 

委 員：《異議なし》 

≪会議終了後、評価調書の審議会等の項目を追加し、議長へ再審議を図り、整理番号 2-4

の評価につきましては、「適切である」とした。≫ 

    続きまして、整理番号 2-5の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《整理番号 2-5 国民健康保険税条例の一部改正について評価調書に基づき説明》 

議 長：整理番号 2-5について説明がありましたが、意見または質問はありますでしょうか。 

委 員：《質問なし》 

議 長：採決に入りたいと思います。 

整理番号 2-5の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 2-5の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

    続きまして、整理番号 2-6の事業につきまして説明をお願いします。 

 

事務局：《整理番号 2-6 北広島市障がい者福祉計画、第 5期障がい福祉計画、第 1期障がい児福 

祉計画の策定について評価調書に基づき説明》 

議 長：整理番号 2-6について説明がありましたが、意見または質問はありますでしょうか。 

委 員：この計画には、最近よく見かけるヘルプマーク、ヘルプカードについて入っているのか。

障がいを持つ方へやさしい気持ちを持つ方がもっと増えたらいい町になると思う。 

事務局：障がい者への理解の促進ということで、ヘルプマーク等の推進について計画に盛り込ん

でおります。 

委 員：さきほどのような意見等をパブリックコメントとして意見していただければ、市民参加 

が進むと思います。 

委 員：これまでの事業について、事前評価していない理由はなんでしたか。 
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事務局：事前評価案件を庁内で取りまとめる時期以降における法律や条例の改正に伴うものと、

そのほかのものについては、担当課において、庁内案件の集約時における認識が希薄だ

ったということがあると思われます。 

委 員：審議会の公募委員の募集時期が 7日間というのは、短いのではないか 

事務局：他計画等と比べると短い印象ではあります。審議会の時期が 6 月で募集が 7 月というの

は、急がなければいけない理由等があったと思われます。 

議 長：採決に入りたいと思います。 

整理番号 2-6の評価につきましては、公募期間が短く、配慮が足りないと思われるため、

「概ね適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 2-6の評価結果については、「市民参加手続きは概ね適切である」と

します。 

    続きまして、整理番号 2-7の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《整理番号 2-7 高齢者保健福祉計画・第 7期介護保険事業計画について評価調書に基づ 

き説明》 

議 長：整理番号 2-7について説明がありましたが、意見または質問はありますでしょうか。 

委 員：《質問なし》 

議 長：採決に入りたいと思います。 

整理番号 2-7の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 2-7の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

    続きまして、整理番号 2-8の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《整理番号 2-8行財政改革大綱・実行計画中間年度改訂版について評価調書に基づき説明》 

議 長：整理番号 2-8について説明がありましたが、意見または質問はありますでしょうか。 

委 員：債権とは 

事務局：税金と保険税関係、保育料があります。 

委 員：ふるさと納税の状況は 

事務局：２９年度から始まり、平成２９年度の寄付額は２０００～３０００万くらいの状況とな

ります。 

委 員：返礼品の種類は 

事務局：３０～４０くらいあります。食品だけでなく、体験型のものなどもあります。 

議 長：採決に入りたいと思います。 

整理番号 2-8の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 2-8の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

    続きまして、整理番号 2-9の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《整理番号 2-9子どもの権利に関する推進計画第 2期計画について評価調書に基づき説明》 
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議 長：整理番号 2-9について説明がありましたが、意見または質問はありますでしょうか。 

委 員：他の事業だと複数パブリックコメントがある場合は記載があるのですが 

事務局：表記はしておりませんでした。いくつか紹介しますと、アンケート調査の回収率が低い

という意見や、子どもの貧困対策に関する意見、学校の備品についての意見等がありま

した。 

委 員：調書の記述について、丁寧でない印象を受けました。 

事務局：修正を加えたいと思います。 

議 長：採決に入りたいと思います。調書の記述についてはありましたが、市民参加の視点とし

ては、パブコメ件数も 16件もあり、審議会も行っていることから、 

整理番号 2-9の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 2-9の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

    続きまして、整理番号 2-10の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《整理番号 2-10北広島市東の里遊水地利活用計画（案）について評価調書に基づき説明》 

議 長：整理番号 2-10について説明がありましたが、意見または質問はありますでしょうか。 

委 員：この件については、審議会、パブコメ、アンケート調査を実施し、計画を作成したと 

いうことですね。 

議 長：採決に入りたいと思います。 

整理番号 2-10の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 2-10 の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」とし

ます。 

    続きまして、整理番号 2-11の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《整理番号 2-11 北広島市６次産業化等推進戦略（案）について評価調書に基づき説明》 

議 長：整理番号 2-11について説明がありましたが、意見または質問はありますでしょうか。 

委 員：審議会の委員構成内訳のうち、その他は 

事務局：手元に資料がありませんので、調べて回答いたします。 

委 員：委員構成のうち、団体代表とは、学識経験者はいないのか。 

事務局：農業関係の団体、ＪＡ、商工会、金融機関、研究機関等と思われますが、こちらについ

ても調べて回答します。 

委 員：私的諮問機関とは 

事務局：条例の規定による附属機関等のくくりとは別の機関となります。 

委 員：報酬はあるのか 

事務局：報酬などがない形となります。謝礼がもしかしたらあるかもしれないので、構成委員の

件と同様に回答したいと思います。 

議 長：採決に入りたいと思います。 

整理番号 2-11の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 
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議 長：それでは、整理番号 2-11 の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」とし

ます。 

 

議 長：これで、事後評価全 21件の審議が終了いたしましたが、事後評価全体を通して何かご意

見・ご質問はありますでしょうか。 

委 員：審議会の委員の募集期間が短い指摘がありましたが、他の調書を見ると、平成 29年度募

集済みなどの記載がある。全体を通して、記載を統一してもらえるといいと思う。 

事務局：今後に向けて調書等の様式の記載を統一して作成するようにしていきます。 

議 長：それでは、以上で協議事項（1）平成 29 年度市民参加手続きに係る事後評価についての

審議を終了いたします。 

３．その他 

議 長：本日の議案は以上となります。最後に「その他」として事務局からありますか。  

事務局：それでは、わたくしから、今年度に実施をする市民参加フェスティバルについて、事務 

局で（案）を作成いたしましたので、説明をさせていただきます。 

    案を作成するにあたりましては、昨年度にいただいたご意見等を踏まえ、市民が集まる 

場所やイベントなどについて、検討をいたしました。 

それでは、お手元の資料に基づき具体的な説明をさせていただきます。 

まずは、「1 開催目的」ですが、「市民参加の推進については、市民参加条例に基づき 

様々な市民参加手続きを実施しているが、市民参加推進会議では市民参加手続きに関す 

る市民への効果的な情報提供により、更なる市民参加意識の向上を図ることが課題の一 

つであると捉えている。 

前年度から引き続いて第 2回目となる平成 30年度の市民参加フェスティバルにおいては、 

これまで市政への参加の機会を持ったことがない市民に対し、市民参加の意義や手法な 

どへ関心を持ってもらうことを目指す。」ということとしております。 

次に、「2 実施方法」についてでありますが、 

    この推進会議においても議題となっておりますが、市の企画課において、新しい市民参 

加の手法として、平成 27年度から実施している「きたひろしま市民会議」と連携のうえ、 

実施をしたいと考えております。具体的には、次の「3 実施内容」をご覧ください。 

(1)講演会の実施 ですが、 

「きたひろしま市民会議」の参加者につきましては、「無作為抽出した市民のうち参加希 

望した 30名程度」になりますが、比較的意識が高く市民参加に興味がありそうな 30名 

の市民に対して意識啓発を行うものでありまして、基調講演として「市民参加の意義や 

手法」に関してわかりやすく解説をする。講師については、市民参加･住宅施策課にて選 

定をしたいと考えております。また、基調講演後に、(2)として、市民参加推進委員のフ 

ィールドワークとして、実際の市民会議を見学できればと考えております。 

今回、市民参加推進委員が市民参加の現場を直接観察し、今後の検討に活用していけれ 

ばと考えております。なお、本事業は市民参加推進会議の位置付けにより実施いたしま 

す。なお、日程につきましては、現時点で未定となっておりますが、「きたひろしま市民 
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会議」とのタイアップのため、土日の開催など、時期的にも制約されると思います。そ 

の点につきましては、ご了承いただければと考えております。 

次の会議についてですが、9 月以降になろうかと思いますが、これまでの推進会議にて

整理をしていただいた市民参加制度に関する課題等について、課題解決に向けた方向性

などを検討してまいりたいと考えております。日程調整につきましては、後日させてい

ただきますのでよろしくお願いします。 

    以上です。 

議 長：ただいまの事務局の説明について、なにか質問はございませんか。 

委 員：≪質問なし≫ 

４．閉 会 

議 長：それでは、本日の会議はこれで終了といたします。皆さん、お疲れ様でした。 

 

 

 

 

会議録署名委員                             


